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非開示理由等 所管局部課等

1 R2.11.16 R3.1.18

１　開示請求書及び添付書類
２　公文書の開示決定等の延
期について（2都労委第〇号）
３　開示決定等に係る意見照
会書の送付について（2都労委
第〇号）
４　公文書の一部開示につい
て（2都労委第〇号）

131 1 1 1 1

（７条２号）開示請求者氏名、開示請求者連絡先氏
名、郵便番号、住所及び電話番号は、個人に関する
情報であり、公にすることにより、個人の権利利益
を害するおそれがあるため
（７条３号）開示請求者氏名、開示請求者連絡先氏
名、郵便番号、住所、意見書の住所（登記簿に記載
の住所と違うもの）、電話番号及び意見書本文は、
法人に関する情報であり、公にすることにより、法
人の運営上の地位その他社会的地位が損なわれるお
それがあるため
（７条４号）組合印の印影は、公にすることによ
り、印影の偽造等犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ
があると認められるため

労働委員会事
務局審査調整
課

決定区分 （根拠規定）条例７条


